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あ
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符
る
に
過
ぎ
な
い
最
低
眼
度 

に
的
ふ
傾
向
を
料
つ
て
ゐ
る
の
は
如
何
に
說
明
す
ベ
き 

で
あ
る
か
^
。
此
不
幸
な
狀
態
の
原
因
は
土
也
私
官
こ

第
十
二
^

'

七
六 

存
す
る
。
誠
に
土
地
の

'私
相
は
總
て
の
祉
俞
的
贫
⑷
の 

根
本
的
原
因
で
あ
る
。

:

部
々
新
し
く
造
ら
る
.、
赏
は
生
産
の
三
要
素
、
土

地

：
; 

勢
®/
及
資
本
に
分
配
：せ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
三
耍
素
の
久
丨 

々
の
取
る
べ
§
分
査
が
問
題
ど
な
る
。
勢
働
或
は
資
本 

k
ょ
つ
て
ハv

は
^
.、
活
動

.し
は
、
土
地
の
利
)]
]
を
必
.要 

ビ
し
な
.い
も
の
S

い
t

し
.て
、
土
地
所
有
者
の
要 

求

は

他

の

要

素

の

#
求
が
充
足
さ
れ
な
い
ぅ
ち
に
、

先
第
一
に
充
た

S
れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

、
°

然
る
に

H
e
m
y

 

G
e
o
r
g
e
.

は
、
土
地
私
街
の
行
は

.る 

、
fe
合
に
勞

m
が
：生
活
最
低

®
度
に
ま

で
卞
向
す
る
倾

‘

向
を
有
し
て
ゐ
る
t
ど
を
、次
の
如
ぐ
說
明
し
て
ゐ
る
o 

!

勞
銀
は
、
勞
働
が
勞
働
漭
向
#

の
爲
に
货
り
出
す 

所
の
愤
値
或
は
收
益
に
ょ
：つV

限
足
せ
ら
れ
る
。
財
は

土
地
ビ
勞
働
.の
：生
產
物
で
あ
つ
て
'、
如
何
な
.る
、
も
t 

.
 

勞
働
を
最
も
豐
饒
な
土
地
に
.利
>1
-
]せ
ん
^
努
む
る
。
]:
、
 

最
優
等
の
土
地
が
如
何
な
：る
移
住
考
も
任
意
に
1
を
占

有
し
得
る
程
毀
富
に
存
在
す
る
間
は
、
勞
銀
は
勞
働
の 

收
益
金
體
ど
同
额
で
ぁ
る
に
違
ひ
な
い
。
を
れ
故
、
移 

住
者
が
勞
働
者
を
使
ふ
€
欲
す
る
な
ら
ば
、
前
者
は
後 

教

VC
雄
均
勞
磡
か
ら
生
ず
る
收
益
仓
部
を
勞
銀VJ

し
て 

支
拂
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
人
口
が
堦
加
し

V
 

语
を
養
ふ
爲
に
劣
等
な
土
地
を
も
川
ひ
な
け
ば
な
ら
ぬ 

場

合

に

至

る

如

何

な

る

移

住

^
で
も
最
優
等
の
土 

地
を
獲
得
す
る
ど
云
ふ
こ
と
は
最
n十
不
可
能
€
な
る
は 

勿
論
で
ぁ
る
。
從
つ
て
勞
銀
は
最
早
®
上
等
の
土
地
に 

於
け
る
收
益
全
部
か
ら
成
立
た
な
く
て
、
地
代
の
額
丈 

は
減
縮
せ
ら
れ
る
。
何

K
な
れ
ば
純
々
な
土
地
に
於
け 

る
勞
働
は
、
同

一
の
勞
カ
を
费
ひ
し
て
も
最
早
同
一
の 

收
益
を
與
へ
な
い
。
却
て
優
等
の
土
地
の
所
有
者
は
、
 

同
一
の
勞
力
に
於
い
て
、
劣
等
の
土
地
の
所
有
者
ょ
b 

も
一
層
多
い
生
藍
物
を
獲
る
の
で
ぁ
る
。
然
る
に
生
產 

物
の
代
惯
は
、
を
れ
が
優
等
の
土
地
か
ら
生
じ
た
も
の 

で
あ
る
，、し
劣
等
の
土
地
か
ら
生
じ
た
.も
の
で
あ
る
^
を

間
は
す
、
同
一

で

あ

_
るか
，
ら

し

て

、優
等
の
土
地

0
所
：
 

有
裁
は
其
ょ

b
多
く
の
，.生
■產
收
益
の
爲
に
、
不
勞
の
餘 

剩
價
値
即
レ

v

ト
を
獲
る
の
で
あ
る
。
該
所
有
者
が
令 

勞
働
者
を
傭

■ふ
な
ら
ば
、
彼
ば
说

1=
1十
城

上
等
の
土
地
に 

一
於
け
る
勞
働
の
全
收
益
を
支
拂
ふ
必
要
は
な
い
、
た
：ド 

一
無
地
代
の
土
地
に
於
け
.る
勞
慟
者
が
造
り
出
し

得
る
：收 

一
益
を
支
拂
ベ
ば
足

ト
る

0
で
'あ
る

。
_ 土
地
が
劣
等
に
な 

一
れ
ば
な
る
程
、
勢

銀
は
益
々

下

[̂
，せ
ざ
る
を
得
な
い
。

|

即

o
e
o
r
g
e

に
從
へ
ば
、
勞
龈
は
、
勞
働
者
が
其
勞
働 

に
ょ
り
傲
劣
等
無
地
代
の

±
議——

需
恶
に
應
ず
る
爲 

I

に
耕
作
さ
れ
な
け
れ

.ば
な
ら
ぬ
土
地
の
中

.の
I

 
•卜
於 

い
て
造
0

出
す
生
產
物
に
ょ

.つ
て
：限
宛
せ
ら
れ
る
の
で 

i

あ
る
。

I 

:
:
:
 

資
本

0
利
子
ら
亦
同
樣
に
，絕
へ
す
地
代
の
偽
に
減
嫌 

せ
ら
れ
る
の
，
で

ある
o 

. 
: 

•
.

.

此
所
に
於
て

0
8

類
は 

地
代
は
總
て
の
社
會
的
贫

1

の
源
泉
で
あ
る
ど
沄
$

論
に
到
達
し
れ
の
で

あ
る
。
そ
し
て
彼
は
地
代
の
私
荷 

第

十

六

泡

2

七
.
ニ

) 

'

雜

錄

自

然

的

課

税

の

主

艰

溃 

，第

十

二

雛
 

七
七



0
i
s 

ニ
七 
一
5

雜

0

自

然

識

桃

の

主

麼
 

锻

十

ニ

钺

む

、

關
係
を
廢
止
す
る
こ
ど
を
以
て
、
總
て
の

ft
會
的
窮
追

跪
す
る
な
ら
ば
、'
貨
主
は
，是
を
借
主
に
轉
嫁
す
る

で
あ 

ら
ぅ
。
を
し
て
借
主
は

是
を
支
拂
は
な

け
ば
な
ら
な

い

。
. 

S
も
な
け
れ

ば

貨

幣

は

投

資

.
の

爲

に
阈
外
に
送
ら
れ
て 

了
ふ
た
ら
う
。
借
主：

か

^
を
其
事
業

に
;1
]
_ふ
.る
な
ら
ば
、

の
救
濟
策

^
看
做
し
て
ゐ
る

。(Karl 

H
e
hv!
-4a. a. 

p
,
 

s
. 

6
7
-
6
9
)

併

し

G
e
o
r
g
e

が
欲
す
る
所
の
も
の
は
、
土
地
併
合 

の
傾
向
を
途
切
し
、
現
在
の
獨
占
を
破
壤
し
、
そ
し
て 

將
來
の
獨
占
を
も
阻
止
す
る
所
の
或
も
の
で
あ
る
。
專 

斷
的
な
且
制
限
的
な
法
律
は
常
に
施
行
が

M
難
で
あ
る 

か
ら
し
て
、
其
效
來
が
平
等
な
、

一
般
的
な
、
又
不
變 

で
あ
る
方
策
を
要
求
す
る
、

一

!
即
企
業
を
束
縛
し
な 

い
、
往
產
を
縮
少
し
な
い
そ
し
て
公
诳
の
木
義
を
损
じ 

な
い
や
ぅ
な
手
段
を
欲
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
彼
に
ょ
れ
ば
、
土
地
に
對

す

る

課
桃
で
あ 

る
。
何
故
斯
る
課
稅
に
侬
る
か
は
後
に
述
べ
る
が
、
此 

地
租
に
は
一
の
提
所
が

あ
る
の
で
あ
る
。
是
は——

實 

際
的
に
は
重
要
で
は
な
い
多
少
の
例
外
は

あ

る

が

i

, 

課
税
目
的
物
の
所
有
者
に
ょ
つ
て
支
拂
は
れ
な
け
れ
ば 

な
&
な
ぃ
喷
一
の
租
稅
な
の
で

あ
る
。
若
し
貸
金
に
課

z
被
は
是
を
消
费
者
に
負
擔

.せ

.し
め
な
け
ば
な
ら
な

い
。

ノ
さ
も
な
け
れ
ば
彼
の
事
業
：ば
有
利
な
も
の
に
：な
ら
な 

ノ

い
。
饼
し
土
地
は
〃

さ
う
で
な
い
。
土
地
は
生
產
さ
れ

る 

一
貨
物
で
は
な
い
か
ら
、
其
量
：は
限
定
さ
れ
て
ゐ
る
：。
雜 

パ
桃
を
少
く
し
れ
か
ら
^
て
其
れ
が
增
加
し
な
い
で
あ
ら 

ゾ
う
し
、
又
是
を
多
く
し
た
か
ら
す
て
其
れ
が
滅
少
も
し 

一
な
い
で
あ
ら
う
。
土
地
，の
所
有
者
が
其
秕
桃
を
利
用
者 

一
に
轉
嫁
し
得
る
方
法
は

.あ
り

#
な

い

の

で

あ

る

。
：

Z

尙

ほG
e
o
r
g
e

は

土

地

課

桃

の

公

正

に

就

：い
：

て
述
べ 

て
ゐ
る
。
サ
ン
.
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の

中
央
部

分
に
在
る

1

E5
劃
の
土
地
は
十
萬
弗
の

®
値

が

あ

る

。
：
何

が

比

汽

，
 

値
を
與
ベ
る
が
。其

所
，响
者
ば：

何
も
爲
さ
な
か
つ
；た
が
、 

十
五
萬
の
人
が
其
附
近
に
住
炤
し
て
ゐ
る

^
;云
ふ
事
賞

:

が
あ
る
。
又

此

土

地

は

年

々

：ー
茁
弗
を
所
有
者
に
生
す 

る
。
是
は
何
處
か
ら
來
る
か
。

明
か
に
其
地
方
の
勞
働 

翁
の
所

#
か

ら

來

ろ

、

何

^

な

れ

ば

他

に

は

來

る

所

が
 

あ

^
'得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

西
人
が
新
し
い
場
所
に
移
住
す
る
。
土
地
は
最
初
殆 

ん
ざ
或
は
全
く
侦
做
が
な
い
。
彼
等
の
勞
働
の
純
收
權 

は
可
な

b
平
等
に
彼
等
の
間
に
分
配
せ
ら
れ
る
。
其
地 

方
の
人
口
が
十
蔺
に
な
る
。
土
地
は
愤
値
を
增
す
。
其 

地

方

の
^-
產

は

今

や

一

人

當

り

が

增

加

す

る

で

あ

ら

う

. 

が

、

併

し

分

配

の

行

は

る

、
前

に

其

生

產

物

の

一

半

は
 

地
主
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

吾
人
は

"正
常
に
個
人
に
餛
す
る
も
の
を
取
る
前
に
、 

JE
常
に
杂
體
に
風
す
る
も
の
を
取

る
ベ
き
で
は
な
い
で 

あ
ら
う

か
。

然

ら

ばG
e
o
r
g
e

の
言
ふ
や
う
な
制
度
を
採
用
し
れ 

結
果
は
何
う
で
あ
ら
う
か
。
日
く
、
土
地
の
®
な
る
所 

有
者
は
土
地
の
利
用
者
ビ
同
额
の
租
桃
を
支
拂
ふ
こ
ミ 

第
十
六
#

を
要
求
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
市
中
の
空
地
の
所
布

 ̂

は
、
自
分
の
土
地
に
立
派
な
家
を
建
て

^
し
て

S
を
利 

Jn
す
る
か
乂
は
是
か
ら
地
代
を
相
て
ゐ

る
隣
人

s
lT
J
l
r
 

を
文
拂
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
だ
ら
う
。
農
地
の
獨
占
龙 

も
同
額
を
課
税
せ
ら
れ

る
，で
あ
ら
う
。地

«
ば
下
落
し
、 

土
地
投
機
は
不
可
能
ど
f

、
土

地

獨

占

は

®

¥

利

益 

が
な
く
な
る
だ
ら
う
。
利
用
し
な
い
う
ち
に
土
地
を

#

|

て
置
く
の
が
有
利
で
：あ
る
0
は
，極

め

て

稀

な̂
合
に
I於
.
 

一

い

て

の

み

を

な

る

か

ら

し

て

、
實

際

是

を

利

][
]

せ
ん
ビ 

一

欲

す
る
人
は
.、
楚

を

得

る

乙

ど

が
容

易

ご
な
る
で
あ
ら 

>フ
^
J
o (o

u
r
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s
d
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 G
e
o
r
g
e

は
地
代
及
地
代
の
法
則
に
關 

し
て
次
の
如
く
述
べ
て
ゐ
る
。
レ
ン
ト
ビ
沄

ふ
言
葉
は
、

其
經
濟
的
意
義
に

於

い

て

は

.：、

通
常

;!
'
)ひ
ら

れ

る

レ

ン 

ト

を

云

ふ

言

葉
ビ

は
：興

袁

味

を

異

に

し

て

ゐ

る

"

此

經 

C
1

七

一
.三)

0

錄

向
然
的
課
税
の
主
張
凇 

.

第
十
ニ
唬 

七
^



第

十

六

卷
2

七
一
四)

.雜

錄

由
然
的
課
税
の
主
張
#

濟

的

澈

_

は

世

俗

の

意

!*
ょ
&
成g

に
於
い
て
狹
く

、 

或
點
に
於
い
て
廣
い
。
即
肚
俗
の
用
語
に
於
い
て
は
レ 

ン
ト
言
ふ
言
葉
を
土
地
の
使
用
に
對
す
る
支
拂
€
同
様 

に
建
物

"
機
械
、
定
著
物
等
の
使
用
に
對
す
る
支
拂
に 

も
適
用
す
る
。
又
所
有
者

^
使
用
者

^
が
別
人
で
ぁ
る

\ 

埸
合
に
の
み
此
語
を
诩
ふ
る
。
併
し
經
濟
的
意
義
に
於

\

い
て
は
兩
激
が
同
一
人
で
あ
つ
て
も

亦
レ

ン

ト

が

あ|

レ
ン
ト(

地
代)

は
土
地
の
生
產
カ
或
は
利
用
か
ら
生 

中
る
も
の
で
は
な
い
。
余
が
非
常
に
肥
沃
な
土
地
を
持 

つ
て
ゐ
る
ビ
す
る
。

(]
(
し
他
に
無
股
で
得
ら
る
べ
§
同 

様
に
豐
饒
な
土
地
が
存
在
す
る
限
り
、
其
土
地
は
地
代 

を
生

^
ず
、
愤
値
を
持
た
な
い
で
あ
ら
ぅ
。
併
し
右
の 

豐
饒
な
土
地
が
擅
有
さ
れ
て
了
ひ
、
無
償
で
得
ら
る
ベ 

き
般
-11
の
土
地
が
一
段
下
級
の
も
の
に
な
る

VJ
、

余
の 

土
地
は
愤
航
を
苻
し
地
代
を
生
じ
始
办
る
で
あ
ら
ぅ

) 

そ
し
て
佘
の
土
地
の
生
產
カ
は
減
じ
て
も
、
無
償
で
得

第
十

二

號 

八

〇
 

ら
るV

き
土
地
の
生
龜
カ
が
.一
層
大
な
る
割
合
を
以
て 

減
す
る
な
ら
ば
、
余
の
狼
る
地
代
は
漸
次
坩
加
す
る
で 

あ
ら
う
、
從
つ
て
其
土
地
の
愤
値
も
增
す
で
あ
ら
う
。
 

z
iL
代

は

耍

す

る

^

:
人
間
の
努
カ
で
^
產
す
る
こ
£ 

\

も
增
加
す
る
こ
ご
も
出
來
な
い
所
の
囟
然
の
要
素
が
、

\

個
人
の
所
有
に
歸
，す
る
こ
ヾ」

か
.ら
生
中
る
勒
占
，の
C
ぽ 

\

で
あ
る
。
 

.

j

幸
に
し
て
地
代
の
法
則
.に
關
.し
て
は
議
論
の
必
要
が 

一
な
い
。
地
代
|の
法
則
化
關
す
る
迪
說
が
、
是
迄
議
論
さ 

|

れ
な
か
つ
た
ど
云
ふ
-0
で
は
な
い
が
、
兎
に
内
此
颭
に 

\

於
い
て
は
權
威
者
の
說
が
.世
俗
の
說
と
一
致
し
て
ゐ 

\

る
o John 

Stuart 

M
i
l
l

が
經
濟
學
R
於
け
る
初
#
米 

の
關
門
广pons 

a
s
i
n
o
r
u
m
)

ど
名
付
け
.
2沂0

、

t

一
 

般
に
：認
め
ら
れ
た
地
代
の
法
則
が
屢
.々

『

リ
ヵ
ル
ド」

ォ 

の
地
代
法
則
ど
稱
せ
ら
れ
，る
：の
は
、
彼
が
始
め
.て
迸
を
.

著
し
く
注
意
を
集
む
る

や
う
に
し
た

-
彼
は
楚
を
«

表
し
た
最
初
の
人
で
は
な
か
つ
た
がー

丨

€
云
ふ
事
實

か
ら
で

あ
る
。
即
地
代
は
、
其
土
地
の
生
產
物
が
、

使 

用
中
の
最
も
生
產
カ
の
少
い
土
地
か
ら
同
一
の
勞
力
を 

以
て
獲
得
し
得
ら
れ
る
生
產
物
を
、
超
過
す
る
高
に
ょ 

つ
て
決
定
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

斯
く
て

og
嘌

が
爲
し
た
勞
銀
下
向
の
傾

^
に
關 

す
る
說
明
は
旣
に
前
に
述
べ
て
攛
い
た
通
り
で

め

る 

が
、
代
數
の
方
程
式
を
以
て
是
を
表
せ
ば

(

[fr
i
i
®
0
=

 

(

薜

S

+C

嫩
驊)

+(

浬
屮

)

.

.

.

I (

薛

{々)

H 

(

嫩
難)

+(

？一

1

屮)

で
あ
る
。故
に
勞
鈒

S
利
子
ど
は
勞 

働
ど
资
本
の
生
產
物
に
依
存
し
て
ゐ
る
の
で

■は
な
く
、
 

を
れ
か
ら
地
代
を
恙
引

S

た
も
の
に
懸
つ
て
ゐ
る
の
で 

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
地
代
を
支
柳
ふ
こ

'£
な
く
し
て
、 

邶
使
川
中
の
最
も
劣
等
な
土
地
か
ら
、
得
ら
れ
る
生
產 

物
に
依
存
し

.て
ゐ
る
の
で
あ

.る
。
も
し
生
產
カ
の
僧
加 

は
如
何

^
大
で
あ
っ
て
も
、
地
代
の
增
加
が
是
を
步
調 

を
北
ハ
.に
し
た
な
ら
ば
、
勞
銀
も
利
子
も
增
加
す
る
こ
ど 

•か
出
來
な
い
。
土
地
の
價
値
が
生
產
カ
ょ
り
も
ー
層
大

な
る
割
合
を
以
て
僧
加
す
る
な
ら

.ば
"
池
代
は
生
產
ヵ

、

V

,——
 

;

の
#
0|
1
ょ
り
も
ょ
り
多

.ぐ
を

.す
ら

1̂
吐
す
る

■で
^
ら 

ぅ
。
■
土
地
の
愤
値
が
生
產
カ

€
同

速

に

增

加

す

：る
ヒ 

vj

が
出
來
な
い
場
合
に

0
み
：、
勞
龈

^
利
子
皮
は
生
產
：
 

カ
の
增
加
ど
共
に
增
加
し
得
る
に
過
ぎ
な
い

o
總
て
楚 

等
は
、
現
實
の
事
實
に
逃
例
：
■
を
.示
す
，」

^
が

出

來

る

；。 

fprpcnress 

and Povertv, 

B
o
o
k

 

III, 

chap. 

II)

四

然
ら
ば

s

p̂aG
e
o
r
g
e

:-
は
«
故

土

地
m

一
®f
c
の
結 

論
に
達
し
た
か
。
彼
は
言
ふ

0「

菩
人
は
、興
股
阁
を
剪 

除
す
る
の
外
、
是
等
の
弊

*
を
救
濟
す
る
策
の
な

S

乙 

ビ
を
見
た
。全
し
て
公
正
或
は
便

.K
の
现
山
に
基
い

て
、
 

地
代
を
沒
收
し
て
以
て

±
地
を
共
存
財
產
ビ
な

T
こ
S 

を
、
非
ビ
す
る
主
：張
は
何
等

*
い
こ
€
を
知
つ
た
。
併
：
 

し
方
法
の
問
題
が
殘
っ
て
ゐ
る
。
如
何
に
爲
す
べ
き
で

ら

か

。

吾
人
は
、

一
息

に
«
て
の
，私
有
の
名
稱
を
廢

し
、
總

涕

卞

六

嵇

a

七m
)

雜

錄

自

然

的

•課
税
の
主
：踉
#

第
十

.氤

m

A



第
十K

怨

2

七
ー
六)

_

錄

自

然

的

課

稅

の

主

馨

婼
十
ニ
號

八

て
の
土
地
を
公
有
財
產
ど
宣
言
し 

> 
そ
し
て
1
萵
览
の 

中
街
若
に
、
改
良
に
對
す
る
私
有
權
ば
神
聖
に
保
護
す 

る
^
云
ふ
や
う
な
條
件
の
下
に
、
土
地
を
®
出
し
以
て
、
 

公
正
の
觀
念
を
滿
足
せ
し
め
又
一
切
の
經
濟
的
要
求
に 

應
す
る
こ
ど
を
得
よ
う
。
併
し
、
斯
る
計
書
：は
、
全
く 

實
行
し
得
べ
き
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、——

 
I Goorge

に
ど
つ
て

-
最

15
1
の
も
の
^
はH

心
は
れ
な
い
。」

杏
^

ろ

G
e
o
r
g
e

は「

形
式
的
に
土
地
一
切
を
沒
收
し
、
形 

式
的
に
是
を
最
高
値
の
_
货
者
に
貸
出
す
方
法
よ
り 

も
、

一

層
简
取
な
、

|

層
容
易
な
、
そ
し
て
一
層
«
和 

な
方
法
で
同i-

の
目
的
を
速
せ
ん
こ
ビ
を
主
張
す
る
、ン 

金
は
土
地
私
有
财

產
を
質
收
す
る
こ
^
も
亦 

沒
收
す
る
こV 」

も
提
案
し
な
い
。
前
者
は
不
公
IH
で
あ

\

後
者
は
無
用
で
あ
る
。
.
.
.
吾
人
は
公
典
の

用
の
爲
に
地
代
を
取
る
こ
^
に
よ
つ
て
、
何
等
の
#
動 

な
ぐ
、
土
地
に
對
す
る
共
有
權
を
主
張
す
る
を
#
よ
う
。

菩
人
は
旣
に
或
地
代
を
和

桃
ど
な
し
て
ゐ
る
。
故

に

其
雜
て
を
取
る
や

う

に
现
*
:の
.观

桃

方

法

に

或

變

见

を 

爲

せ
ば
足
ク
る
.の
で
ゐ
る

o
斯
く
し
て
國
家
，は
■

的 

の
地
主
、

/J

な
b

#
る
の
で
あ
る
が
、
た
く
地
代
の
：課
稅 

は
他
の
租
稅
を
廢
止
す
る
.程

-1
:
增
加
さ
れ
な
け
れ
ば
な

.
 

ら
な
い
か
ら
し
て
r

地
代
に
對
す
る
課
税
の
外
總
て
の
：
 

租
税
を
廢
止
す
る
乙

€
&
:提
.ーー»-
*す
る

o
 

旣
に
述
べ
て

®
い
た
や
う
に
、
土
地
：の
偵
姐
は
、
人 

ロ
の
增
加
ど
技
術
の

■

に
ょ
つ
て
、
益
々
大
ビ
な
る 

も
の
で
あ
る
。
如
何
な
る

.文

明

國

：
に

於

い

て

も

:±
地

の
 

惯
値
は
、
全
體

^
し
て
見
る

ビ
V

政
府
の
全
赀
川
を
ぬ 

攒
す
る
に
十
分
で
あ
る
。
见
に
ー
層
敬
途
し
た

_
に
於
：
 

い
て
は
、
十
分

f

遙

か

：に

以

上

で

あ

る

。
故
に
總
て 

の
机
税
を
土
地
の
愤
値
に
課
す
る

.丈
で
は
足

6
な
い
で 

あ
ら
う
。
地
代
が
政
府
の
現
茌
の
收
入
に
超
過
す
る
場 

合
に
は
、
避
に
比
例
し
て
？
租
税

W

し
て
要
求
せ
ら
れ 

る
额
を
地
如
す
る
z

yj
 
•

か
必
耍
で
あ
ら

う

j
そ
し
て
此 

^
加
を
旭
會

0
進
步

il
代
の

^
大
に
.從

.
つ

て

繼

險

す

る

こ
^
が
必
恶
で
あ
ら
ぅ
。」

(op. 

c
i
r

B
o
o
k

 

VIII, chap.

I
I
)

.
茲
に
少
し
く
、

G
e
o
r
g
e

は
何
故
地
代
に
對
す
る
課 

稅
を
最

a
to
も
の

^
考
へ
た
か
を
、附
加
へ
て
鼢
か
ぅ
。
 

彼
に
ょ
る
ビ

"

最
位
の
秈
桃
な
る
も
の
は
次
の
諸
條
件 

に
最
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
。

(

一〕

生
產
に
及
ぼ
す

負
擔
が
出
來
る
丈
輕
い
こ

S

-
祖
桃
が
支
拂
は
れ
又

社
舍
が
支
持
さ
れ
る
源
崁
た
る
一
般
的
元
本
の
增
加
を 

妨
げ
る

こ
ビ
嚴
も
少
い
も
の
。

(

ニ)

微
集
が
容
易
で
且 

费
用
を
耍
す
る
こ
ビ
少
い
こ
ビ
。(

三)

薇
實
な
る
こ
t

-
-
官
班
に

M
制
又
は
腐
敗
の
機

#
を
與

へ
る
こ
^
振

も
少
.く

、
納
稅
者
に
脱
桃
の
■
惑
優
も
少

い

も

の

、(

四)

 

負
擔
が
平
等
な
る
こ

^
。
そ
し
て

G
e
o
r
g
e

に
ょ
れ
ば
、

地
代
に
對
す
る
課
稅
は
最
も
楚
等
の
條
件
に
適
合
す
る 

も
の
な
の
で
あ
る
。

第
一 

> 
祖
桃
は

一
切

土

地

と

勞

働

^

の
生
產
物
か
ら 

支
»
辟
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
ビ
は
明
か
で
あ
る
が
、

其
额
は
同
額
で
あ
つ
て
も
是
が
課
m
方
法
の
如
何
に
ょ 

つ
て
は
富
の
生
產
に
及
ぼ
す
影
響
に
相
違
が
あ
る
。
生 

產
荞
の
報
酬
を
減
す
る
！I .

税
は
必
然
生
產
に
對
す
る
刺 

戟
を
減
す
る
◊
然
る
に「

±
地
の
愤
値
は
獨
占
の
交
換
偵 

値
を
表
は
し
て
ゐ
る
プ
其
は
如
何
な
る
場
合
に
も
土
地 

を
所
有
す
る
個
人
の
造
り
ui
し

f

の
で
は
な
く
、
:
社 

#
の
發
達
に
ょ
つ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

 ̂

si
會
は
、
改
&
進
步
の
刺
戟
を
減
す
る
ゾ」

ど
な
く
、
或 

^
/-
.■.i.
Iの
生
產
を
«
す
る
こ
:̂
撮
も
少
く
し
て
、
地
代
.を 

M
て
取
，る
-」

ビ
が
出
來
る
。

±
地
の
價
値
に
到
す
る
和 

桃
は
生
產
を
妨
げ
な
ぃ
の
み
な
ら
す
、
兆
上
娃
を
增
加 

S
せ
る
傾
向
が
あ
る
、
何

ビ
な
れ
ば
投
.機
的
の
地
代
を 

破
®
す
る
か
ら
で
あ
る
：
。
.

第
二
の
鄹
に
關
し
て
>
:
土
地
の
惯
値
に
對
す
る
飢
稅 

は
總
て
の
駔
桃
の
中
で
最
も
容
易
に
1
低
廉
に
徵
集
さ 

れ
得
る
も
の
で
あ
る
"
土
地
は
1
慇
す
る
こ
ど
も
出
來
. 

な
い
し
運
び
去
る
こ
ミ
も
出
來
な
い
か
ら
で
あ
る>
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笫
十
六
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雜
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主
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第

十

六

怨

U

七
一
八)

雑

錄
自
然
的
課
桃
の
主
锻
教

 

:
:筋

十

二

鱗

，八

a

價

値

は

容

易

に

確

定

さ

れ

得

る

し

、

又

一

度

稅

額

が

確
 

定

さ

る

れ

ば

、

受

収

人

の

外

^

は

何

等

徵

集

の

爲

に

必
 

耍

S

3
れ
る
も
の
が
な
い
。

.
•第

三

、

確
實
性
は
租
稅
法
に
於
け
る
重
要
な
要
素
で 

あ
る
。
上
述
の
租
稅
は
、
腮
制
が
最
も
少
ぐ
、
確

實

の

.
 

要
素
を
最
も
多
く
有
し
て
ゐ
る
。
是
が
確
實
に
査
定

S 

\ 

-

れ
徵
集
さ
れ
る
の
は
土
地
興
も
の
く
不
動
的
な
且
隱
蔽
一 

し
鄉
き
性
質
に
站
い
て
ゐ
る
。
土
地
に
赋
課
せ
ら
れ
る
一 

諸
桃
は
最
後
の

一

セ
ン
ト(cent )

ま
で
微
集
し
得
ら
れ
一 

;

る
。
そ

し

て

土

地

傾

，格

の

赍

定

が

目

下

屢

々

不

平

等

で

一 

.あ
る
け
れ

^
も
、
而
も
励
產
の
偾
格
赍
足
は
遙
か
に
不

\ 

半
等
で
あ
る

'
 

此
土
地
偾
格
赍
定
上
の
不
平
等
は
主

^

\ 

し
て
土
地
ビ
共
に
改
良
に
も
課
税
す
る
こ
ど
、
、
租
稅
一 

の
缺
點
か
ら
生
す
る
道
德
の
颓
廢
ど
か
ら
生
す
る
の
で 

め
る
。
故
に
改

a
を
除
い
て
、
土
地
の
價
値
に

一

切
の 

租
税
を
課
し
た
な
ら
ば
、
租
桃
制
度
は
非
常
に
簡

m
明 

賞
に
課
桃
評
偾
が
爲
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

第
四

、A
d
a
m

 

s
m
i
t
h
'

は
倉
：つ
て
ゐ
る
、
济
阔
家
の 

臣
民
は
、
彼
等
が
其
れ
々
々
_
家
の
保
謎
の
下
に
莩
得 

す
る
所
の
收
入
に
比
例
し
て
、
政
府
の
維
持
の
爲

l:
K 

獻
す

ベ
§
で
あ
る
气

然
る
に
地
代
は
社

#
の
作
る
も 

の
で
あ
る
こ
ど
は
繰
返
し
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
故
に 

斯
る
課
稞
は
諸
桃
中
澉
も
公
祀
で
最
も
平
等
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
特
殊
な
见
愦
値
あ
る
利
益

を
社
#
か
ら
受
け
る 

人
々
に
、
且
被
等
が
受
け
る
利
益
に
比
例
し
て
、

0

せ 

ら
れ
る
。
其
れ
は
、
祉
舍
の
造

>
出

し

た

も

の

で

.あ
る 

惯
値
を
、
社
會
が
社
會
の

il
j
の
：爲
に
、収
る
の
で

め

る

,0 

M

て
の
地
代
が

){
«
1會
の
必
耍
の
爲
に

?1
1
桃
尤
し
て
^
さ 

れ
た
時
に
、

『

自
然』

が
®
め
た
水
等
は
達
せ
ら
れ
る
で 

あ
ら
ぅ

0
,如
何
な
る
市
说
も
、
其
勸
勉
、
熟
練
及
.知
識 

に

ょ

つ

て

與

ベ

ら

れ

だ

も®
、
外
、
他
の
市
民
ょ

o
以 

上
の
利
益
を
有
す
る
こ

S
は
無
い
で

あ
ら
•フ
。
そ
し
て 

各
人
は
、
自
己
が

公
平
に
獲
得
す
る

も
の
丈
を
：受
く
る 

こ

^
、
な
る
で

*
ら

う

。(

o
p
'
c
r

B
o
o
k

 

VIII. 

chap,

,

f

i
一)

彼
の
生
诎
は
、
一
の
_
的
人
物
^
し
て
鲥
味
'が
わ
ス
0
彼
11
:

'一
八
三
九
印
九
月一 
ー：！1
フ
ィ
ラ
デ
‘
フ
ィ
ァ
！_

1

D
i
e
h
l

教
+̂
v
v4i
i

;

^

CCT

卩 

W

SP-
I
S-
P
一
 

P
J 

K
c
m
m
s
l
i
s
m
u
s

 

u
n
d
.

 A
c
a
r
c
h
l
s
-

 

m

s

, S.

 

6
7

;c

於
い
て
1

八
31

九
华
供
れ
と
記
し
ズ
ゐ
ゐ
の
11

、
恐 

ら
く
誤
記
又
は
誤
補
で
?)

ら
ぅ
。
十
四
歲
'レ
し
て
瓔
校
か
去
り
、
船 

ia
w

な
つ
れ
。
十
七
幾
の
時
歸
つ
ズ
印
刷
業
じ
岛
を
投
じ
わ
。

一

八\

31
八
印
|:
、
金
か
湘
り
常
て
や
ぅ
と
姐
つ
て
ヵ
3
ホ
ル
ニ
ァ
に
烛
い
一 

|:
が
、
成
功
し
な
か
つ
?:
。
そ
し
て
サX

*

フ
ラ
ン
ジ
スP

の
或
新
冏 

の
'印
刷
エ
場
に
^
字

.丨
；と
し
て
働
い
?:
一.八
七一.

-
^
T
u
lt
$ 
.u 

j 

。Sa
n

 Franc

?ro F
o
s
v
-
^

削
立
し
、
一
八
七一}

年

|:
|1
社
會
主
義
的
新 

聞

eEv
e
n
i
n
g

?
0レ
こ
か
趄
し
れ
。
後
に
瓦
斯
食
社
監
督
{
3

」

訂
り
、

ャ
ン
•
フ
ヲ
ゾ
シ
ス
ゴ

Ll

於
け
る
公
立
圆
琺
骱
の
理
祺
ミ
な
つ
?:
。
彼 

11
サ
ン

9
フ
ヲ
ゾ
シ
ス
ゴ
の
新

|1
9
の
爲
|:
.张
報
通
信
部
‘
設
立
せ
ん 

が
爲

-U
一
 

八
六
八
年

ri
ユ
ゥ
，
a
1
ク
I-
赴
い

|:
0
彼
は
_
カ
し

.̂が 

央
敗
し
て
驳
印
に
跗
部
|:
歸
つ
た
。
け
れ
ど
<
彼
の
ゴ
ユ
々
•
ョ
ー
ク 

滯
花
は
^
£の
咐
加
に
伴
つ
て
屯
す
る
^
乏
I:
浊
览
か
拂
は
し
め
れ
。

一
 

歸
つ
た
後
ニ
雄
|:
し

て(
6
u
r

 L
a
n
d

 apd L
a
n
d

 

Iclicy 

^CS
7
1
)

か
蕃
し
r:

。
此
木
は
多
く
の
印
欺
か
興
へ
^
か
つ
れ
が
、
併
し
彼
の 

主
な
る
想
想
か
含
ん
で
ゐ
る
0
班
じ
彼
11
此
問
胆
か
詳
し
く
研
究
し 

て
r p

s
g
s
s
s

 a
n
d

 p
o
v
e
r
t
y

 

か̂
出
マ
に
至
つ
r
o
此
努
作
.が
多
大 

の
迚
总
か
腺
起
し
ズ
、
多
く
の
倍
眾
潘
か
得
れ
、> 
マ」

は
本
文
|:
述
ぶ 

る
通
り
で
わ
る
。

一

八
八
ニ
邮
L
L
U愛
湖
土
地
問
姐
U
關
マ
る
小
册

第

十

一

ハ

饴(

一
七
一
九

〕

雜
錄
自
然
汕
課
稅
の
生
賬
卷

芋
‘

併
い
て
"

愛
蘭
國
民
土
地
法
吹
瓦
同
服
の
味
方
ミ
允
リ
"
そ
れ 

の
爲
に
癖
誠
し
^

。
彼
の
餘
决
は
、
讲
籍
、
新
間
、
述
袖
，
搠
體
等 

械
々
仍
方
法
に

.
又
つ
て
、
彼
の
：主
教
か
#

及
彳
5

5

|:

毁
し
れ
。 

彼
5
±
!
1

ユ
ゥ
*
ョ
：：丨
.；グ
か
根
據
地
.％-
^
し
?:
.が
、
55
.
米

利

如

.
英

吉

沪 

礙
州
の
訪
地
方
1:
_

演
旅
行
か
訧
み
れ
。

一
八
八
六
年
ミ
1

/V

九
七 

伞
J
oll
l

)

.ュ
々
6
.ョ
ー
ク
:̂

提
)1
#

の
候
和
^

2

^
つ
す
ヵ
.
'
r
度
. 

m

の
選
粱
戦
の
^

巾
即
十
月|

一
十
九
n
 L

1

卒
屮
の
爲
1:
突
然
死
击
し 

た
の
で
わ
ろ
。
自
傅
11

彼
の
息
子
が
^

い
て
ゐ
る
。

(

餘
ニ)

1

D

&

r教
授
找
前
拟
锴
六
七
奴
に
於
い
て
、
此 

prcgress 

a
a
d

 

p
o
v
e
r
t
y

 

は
；
一
八
八
：
一
啡1-
视
は
れ
た
や
.
.ぅ
1-
'4
.
-
>
. 

て
ゐ
る
が
、
そ
れ
11
談
記
で
わ
.ら
ぅ
。
乂 M

e
y
e
r
s

 

K
s
l
v
e
r
s
a
u
o
?

 

L
e

l
a

U

U
 一
 

<

A〇
#
 
ニ
ユ
y

a

1ク
ミ
な
っ
て
ゐ
る
が
、 

是
1
木
常
で
は
な
い
^
あ
ら
ぅ
0
彼
の
，第

四

版

序

文|-
は

.'
ー
ュ|々

， 

3

-
グLi.

て

i

八

八
o
f
,十

一

月
3
誌

さ

れ

て

ゐ

ろ

か

ら

同

^
.
以
前 

|:
初
版
が
出
”
こ
ミ
11
明
か
で
わ
る
。
彼
が
'序
文
(:
将
い
.て
ゐ
る
所
，
 

に
ム
る
と
、
此
木
|11

八

七

七

^

八

乃

ミ

一

八

七

九

印

三

力

と

の

間 

,に
#
か
れ
ノ
本
札
^
ぎ
&

も
七
九
电
の
九
刀
生
て
じ
出
來
ト
‘る
れ
さ
へ 

ぅ
で
あ
ろ
。
故
じ
此
勞
作
は
一
八
七
九
印
ド
サ
ン
•
フ
ラ
ン
シ
ス
づ 

で
出
版
を
れ
?:
3

沄
ふ
の
が
正
し
い
で
わ
ら
、リ
ミ
思
は
れ
る
。

j

八 

八
0
年
^】

一
ユ
ゥ
ニ
ー
ク
で
ニ
向
發
行
さ
れ
、

一
八
八
1

—

八
. 

四
雄
|-
ロ 

.ン.ド
ソ
X
十
叫
版
^

^
ね
/:
、
內
31
:
间

|1
平
;̂
版
で
，わ
^
. 

獨
逸
語
に
11
、
. 

srjrortichritt'upd' A
r
m
u
t

 

s 
€

^
ふ
表
姐
の
.'1
'
:|̂
、 

一
八
八 

一
¥

ぺ
ル
9
シ
か
ら
出
版
さ
れ
?:
0

一
 

八
八
四
丨
九
ニ
牛

第
十
二
號
；八
五

,
:



第

十

六

卷

2

七
ニ
〇)

.雑

.錄

自
然
.的
課
执
の
主
靡 

第
十
二
號 

.に

羅

名

つ

た

。
丁
拔
に
於
い
て
は
、
一
八
八
舉
に
,

を 

一•身
に
集
め
た
。
彼
は
熱
ひ
な
ヵ
ソ

ペ
ン
ハ
ー

y
ン
で
譯

.-
l
lさ
れ
、
佛

M
i
n課
は
；八
九

0
尔
巴

.!
1
1で
ゎ 

る
。
其
外
倚
ほ
六
ヶ
阑
m
il:
翻
課
さ
れ
”
。

八

H

K

9

T
ド

,
マ

々

グ

リ

>

一
 
八

三
七

丨

一

九
〇
〇
年

H
e
n
r
y

 G
e
o
r
g
e

等
に
ょ
つ
て
擧
げ
ら
れ
た
此
新
運
劝

の
"
初
期
に
於
け
る
最
も
有
力
な
擁
議
者
の1

人
に 

E

cuward 

McGlynn 

S
云
丄
人
が
あ
る
。
彼
は 

一
\
三

七
郎
九

月

二
十ニ

：：！ 
二
ユ
ゥ
•
ョ
ー
ク
に
在
つ
た
愛
蘭 

系
の
家
庭
に
生
れ
た
。
彼
は
ヒ

r

ズ
(
H
u
g
h
e
s
)

大 

僧
正
の
^
子

ビ
な
0
、

佾
職
修
業
の
爲
に
羅

馮

のc
o


llege 

of 

the 

Propaganda 

(

羅

.|>
-
?
敎

の

外

阈

傅

遨

監
 

視
倚)

に
送
ら
れ
れ
。
彼
は
^
越
し
た
學
生
で
あ
つ
た
。
 

そ
し
て
二
十
ニ
歲
に
し
て
聖
職
を
授
け
ら
れ
た
。
諧
職 

に
於
け
る
彼
の
母
初
の
仕
讲
は
、

二
ユ
ゥ
*
ョ
ー

ク
市
に 

在

るSt. 

S
t
e
p
h
e
n

敎

會

のDr' c-imml.ngs

の
助
手 

で
あ
つ
た
。

八

年
の
後
に
は
同
氏
を
繼
い
で
收
邮
ど
な 

つ
た
が
、
彼
の
敎
區
の
千
七
西
の
信
徒
の
親
愛
€
尊
敬

;
;八
六
:
;

グ

> 
ク

敎

徒

ぃ

パ

: 

で
、
敎
W
の
信
條
に
は
忠
實
で
あ
つ
た
。
：g
u:
n
主
的 

精
神
ど
無
限
の
與
氣
ど
を
有
す
る
人
で
あ
つ
た
。

^

M

iJ-
l
l
i
&
—

^

M
li
^
-
p
r
o
g
r
e
s
s
a
n
d
p
o
v
e
r
t
y
'
.

„ 

ビ
の
影
響
を
受
け
.て
 

b
h IVIOGlynn 

ru

.

ら

>l
!
l>r
v 

一
利
加
土
地
法
改
览
•運
動
の
信
舉
者
で
あ
れ
拨
肋
者
で
あ 

\

る
S
公
言
し
れ

:0
.

g

新

し

：ぐ

信

舉

し

た

主

義

：の
.爲
に
彼
：

\

の
爲
し
た
活
動
が
重
要
視
さ
れ
て
ゐ
る
の
は

.、
唯
彼
が
.：

：

一

思

索

家

雄

獄

家

£
,
し
て

人

を

信

服

せ

し

む

る

カ

を

持

つ 

\

て

ゐ

た

^

一

 1 

ムふ
^
か
ら
の
み
で
は
な
ぐ
ノ
彼
は
與
敎

#
.
;

\

耍
路
の
入
々
を
し
て
、
：經
濟
的
地
代
の
課
稅
を
#
现

上

:
:

,

|

の

蘭

5

て 

> 

.
意
見
を
陳
述
せ
し
む
る
鏡
.っ
た
か 

一
ら
で
あ
る
。
乳

#
情
は
；斯
ぅ
で
あ
る
。
：
 

：

:

.

:,:
:

一
八
八
一
一
部

#
®
-

H

地
法
改
革
運
動
の
常
時
並
に

1

-:

八
.八
六
年 
ニ
 

ュ
ゥ
'
» 
ヨ
^
ク

ll
i
s
選
®
戦

-

-
-
-
. He

n
r
y
.
:

:
;

George, A
b
r
a
m

 H
e
w
i
t
t

及 T
h
e
o
d
o
r
e

 R
o
o
s
e
v
e
t

 

が 

候
秫
者
で
ぁ
っ

'/
2——

の
當
時『

土
地
，堪

|
桃1

に
贊
成

す
る

旨
を
公
言
し

^
が
爲
に
、

d
ぃM

c
G
l
y
n
n

は
敎
會 

の
先
浓
ビ
論
帮
を
惹
起
し
た
。
發
端
の
論
點
は
寧
ろ
敎 

會
の

^
规
の
問
題
で
ぁ
っ
て
、
.經
濟
上
の
主
義
の
問
題 

で
.は
な
か
っ
た
。
常

®
者
屮
の

.或
人
々
が

@
.
.
®
^
®l
い 

て
ゐ

た
が
爲
に
、事
態
は
惡
化
し
、遂

に

g
C
G
l
y
n
n

の 

破
⑶
ど
な
っ
た
。
是
は
敎
會
內
外
の
友
人
逢
を
心
配
せ 

し
め
た
が
、
中
に
も

Mgr. 

Bprtsell

は
論
戰
を
通
じ 

て

M
c
G
l
y
n
n

の
辯

誕

者

ど
な
5
、
興
無
罪
を
明
か
な 

ら
し
め
ん
ど
し
た
。
常
時
此

M

に
於
け
る
雛
揭
法
王
廳 

の
勢
力
はconsignor Satolli

の
年
中
に
あ
っ
た
。時 

に

『
M
c
G
l
y
n
n

論

^』

^
し
て
知
ら
れ
れ
此

論

爭
を
滿 

足
に
解
決
す
る
こ
ど
も
此
人
の
煎
耍
な
資
任
の
一
っ
で 

あ
っ
た
。Monsignor Satolli

は
一
八
八
九
年
に
合
衆 

_
を
訪
問
し
て
、
土
地
問
跑
を
合
衆
國
ビ
羅

MJ
の
兩
者 

の
見
地
か
ら
硏
究
す
る

機
#
を
十
分
に
捋
っ
て
ゐ
れ
か 

ら
で
あ
る
。

Dr. 

M
c
Q
y
n
n

は
、
典
羅
捣
法
王
の
代
表
荠
の
耍
求

に
從
ひ
、
伊
太
刺
語
の
，陳
述
哿
を
提
出
し
た
。(

一
八
九 

ニ
年
十
一
一
月)

を
れ
は
土
地
私
苻
財
產
ど
經
濟
的
地
代 

課
桃
の
諸
問
題
に
關
す
る
被
の
見
M

を
被
#
し
れ
も
0
 

で
あ
る
。

\

此
陳
述
書
に
よ
る

.̂
.、
彼
の
意
見
は

George :

の
意 

一
見
ビ
大
體
同
じ
で
あ
つ
て
、
：別
に
珍
奇
な
議
論
は
な
い 

j

か
ら
し
て
、
兹
に
は
唯

»
耍
如
を
觀
察
す
る
^
止
め
や 

j

ぅ
。
即
彼
に
從
へ
ば
？
人
！

^i
s

然
の
法
則
に
よ
り
生 

|

活
す
る

*
利
、
幸
福
を
追
求
：
す
る

權
利
を
興
へ

(

ら
れ
て 

ゐ
る
。
文
神
は
自
然
の

M

M
即

土

地

を

人

類
— -
.
,■
に

與
 

へ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
其
如
何
な
る
部
分
も
新
に
«
人 

か
に
與
へ
た
ビ
去
ふ
の
で
は
な
い
。併
し
、
ぬ
然
の

.恩
思
’

\

に
對
す
る
典
有
權

0
他
に
、
勞

'働
の
結
果
に
は
私
荷

 ̂

產
權
が
自
然
の
法
則
に
よ
つ
て
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な 

ら
ぬ
。
是
等

“1

ヶ
の
ぬ
然
の
輪
利
を
等
し
ぐ
神
聖
に
維

( 

持
す
る
の
が

' 
政
府
の
主
耍
な
る
職
務
の

「

で
あ
る

°
 

そ
し
て

政
府
が

.ぬ
然
の
：恩

患

即

土

地に
*
す
る
支
配

第十二號

 

八
七
；

笫

十

六

怨

(

一
七
ニ一

〕

雜

.
錄

.
自
然
的M

税
0
主
張

有



第

十

六

猞

(
一

セ
ニ 
ニ)

雜

錄

自

然

的
觊

税

の

虫

馨 

笫

十

二

镋

:
八
V
: 

權
を
有
す
る
こ
を
を
生
張
す
る
の
は
、
特

に

必

要

で

あ

る

。
所
が
地
代
は
不
勞
所
得
で
あ
つ
て

社
龠
拓

も
の
こ

る
。
何
ビ
な
れ
ば
政
府
の
設

立
S
共
に
、
又
文
明
の
進 

步
ど
共

に
土
地
は
特
別
な
憤
値
を

增
す
に
萆
る
か
ら
で 

.あ
る
。
此
價
値
は
個
々

の
所
有
者
の

動

勉

に
ょ
つ
て
生 

ず
る
の
で

は
な
く
、
社
會
の
存
在
に
ょ
つ
て
生
ず
る
の 

で
あ
る
、
を
し
て
社
會
の
發
達
€
共
に
增
加
す
る
の
で 

あ
る
。
狀

れ
故
楚
は
不
努
所
得(unearned increment) 

>?
稱
せ
ら
れ
る
。

然
る
に
組
織
さ
れ
た
则
體
即
國
家
が
起
る
や
否
や
收 

入
を
必
要
S
す
る
。
此
必
要
は
最
初
は
少
额
で
あ
る
が
、
 

人
口
の
增
加
文
明
の
進
步
ど
共
に
國
家
の
職
務
は
祓
雜 

多

|^
^
な
り
、
收
入
を
必
要
ど
す
る
こ
^
}益
々
多
き
に 

至
る
。
斯
く
の
如
く
社
會
の
進
步
R
從
つ
て
增
加
す
る 

收
ス
の
必
要
は
、
神
の
定
め
6
れ
た
自
然
的
な
必
要
で 

あ
る
か
ら

し
て
、
是
を
調
達
す
る
正
し
い
方
法
が
存
じ 

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
し
て
此
正
し
い
方
法
が
泡
然
の 

怯
則
ビ1

致
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
乙
ビ
は
.明
白
で
あ

M
す
可
•き

も

の

な

る

こ

で

」

，
は

前

述

の

.
通

り

で

あ

る

:°
;
& 

に
地
代
が
斯
る
收
入
の
源
泉
た
る
べ
き
こ
ど
は
然
の 

.

法
則
に
：1

致

せ

；
：
る

も

の

ど

言

は

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

|

斯
る
公
の
财
產
の
一
部
分
で
も
私
人
0
有
に
«
す
る 

\ 

は
、
社
#
に
す
つ
て
不
；

4

で
あ
るw

、’M
C
G
I
y
n
n
.

\

は
a
て
ゐ
る
。
即
地
：代
0
全
部
が
社
會
の
^
に
«
射
さ 

一
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

j

地
粗
の
源
泉
は
，
文
朗
の
進
歩
に
從
つ
て

m
双
の
法 

則
に

.ょ

り

咐

大

す

る

も

の

で

あ

る

か

ら

し

て

、
.
.
公

の

必
 

\

要

R
應
じ
て
十
分
で
ぁ
ら
ぅ
9
そ
れ
故
勸
勞
及
®
勞
の 

j

結
來
に
課
す
る
祖
税
は

j

切
廢
止
さ
れ
得
ょ
ぅ
、
又

M 

I
止
さ
る
ベ
き
で
あ
る
。
土
地
の
愤
値
に
對
す
る
_
稅
は 

動

勞

を

刺

戟

し

從

つ

て

_

人

の

富

を

咐

加

す
る
に
反
し 

て

、,
勸

勞
に
對
す
る

課

稅

は
»
勞
に
對
し
て
課
せ
ら
れ

た
^i

金

或

は

懲|«
の

如

き

作

用

を

爲

す

-
-
即

動

勞

を:

r
害
す

.る
も
の
な

0
で
あ

■る
：ビ

、jhrsry 

G
e
o
r

/Qe

の

說

く

所̂

同
一
で
あ
る
。

尙
ほ
彼
に
ょ
れ
ば
、
土
地
私
冇
の

_

一
 

の
效
用
は
、
 

向
ら
^
か
'/
i
:力
つ

12
も
の
を
力

取
る
力
を
$
乃
^ '
-

^

( - 

與
ふ
る
ビ
沄

ふ
惡
效
用
で
あ
る
。
勞
働
者
は
最
低
の
勞 

銀
を
以
て
勞
侧
を
承
諾
す
ベ
く
餘
侬
な
く
せ
ら
れ
其
受

\ 

取
る
賃
銀
は
決
し
て
勞
働
者
が
新
し
く
造
り
出
し
れ

®
. 

\ 

値
ビ
同

一
で
は
な
い
、
唯

贫
し
い
生
存
を
爲
す
に
足
る

\ 

に
過
ぎ
な
い
、

是
は
誠
に

人

e
し
て
有
す
る
生
活
に

對

一
 

す
る
平
等
權
に
反
す
る
不
公
疋
で
あ
る
。
然
る
に
、
地
一 

代
を
粗
税
の
形
式
を
以
て
公
.の
用
の
爲
に
徵
收
す
る
一 

は

、
斯
る
不
公
正
を
廢
し
不
本
意
の

貧
®
を
廢
す
る

手

ノ 

段
で
あ
る

こ
^
は
明&

で
あ
る
。 

| 

)i
i
l會
に
麗
す
る
も
の
が
社
會
に
孤
へ
ら
れ
れ
時
に

-
 

人
々
が
私
有

)|
>
1產
ビ
し
て
所
有
す
る
も
の
は
、

己
の 

動

勢

に

ょ

つ

て

生

產5
れ
れ
丈
の
も
の
で
あ
ら
ぅ
そ 

し
て
勞
働
す
る
も
の
は

全
く
正
常
な

賃
銀
を
獲
得
す

る 

> J

^
が
出
來
る
で

.あ
ら
う

.ビ
o

以
上
の
如
き
陳
述
遨
に
麟
い
て
、M

o
n
s
i
g
i
v
a
t
o
m

 

は
ヮ
シ
ン

卜

ン
の
羅
鸪
敎
大
.學
の
敎
授
四
人
の
•委
員
命 

に
.諮
っ
介
所
、，
羅
踢
敎
々
義
に
反
す
る
も
の
^
含
ま
す 

€
決
定
3
れ
れ
0 

羅
馬
法
王
は
羅
爲
敎
龠
の
敎
義
中
に(

殊
に
一
八
九 

ニ
年
の
法
王
レ
ォ
十
三
世
の
囘
章
に
於
い
て)

次
の
如」 

く
繰
返
し
述
べ
^
。

「

財
産
所
布
の
權
刺
It
ft
然
か
ら
與
へ
ら
れ
?-
:
も
のV

,

人
か
ら
與 

へ
ら
れ
.れ

も

の

で

は

尨

い

。
_

家(1
公

衆

の

利

益

の

爲|:
典
使
州
か 

統
制
す
る
#;
利
か
有
す
ゐ
の
み
で
ゎ
つ
て
、
決
し
て
M

如
賤
止
す
る 

の
梆
利
か
特
っ
て
ゐ
苁
い
。
其
れ
故
、
肌
税
の
名
|:
於
い
て
、
疋
常 

で
め
る
以
上
ん
V個
々
の
所
有
潘
ふ
り
剝
奪
す
ゐ
灯
ら
*は
、
典
阈
家
It 

不
正
て
ゎ
义
殘
忍
で
ゎ
る
1_
.と
。

蓮

で

u
r M

C
G
I
y
g

の
復
活
は
、
土
地
单
ー
軟
は 

斯
る
«
渴
敎
#
の
敎
義
に
違
反
す

る
も
の
で
な
い

こ

 ̂

を
示
す
こ

^
、
な
る

0
 

併

しD
r
v

M
C
Q
y
n
n

の
陳
述
に
は
、
土
地
私
有
W 

產
制
度
の
廢
止
或
は
土
，地
所
有
^
對
す
る
人
類
の
：雄
等

第十
二̂

八九

第

十

六

怨U

七
二
三)

雜

錄

自
然
的
課
税
の
生
艰
潘



第

十

六

怨(
一

七
ニ
四)

雜

錄

炎

M

田
i

市
運
動
の
f
: 

第

十

二

號

:
.
九
o

の
權
利
の
廢
II
;
が
暗
示
さ
れ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
か
何
ぅ 

か
。
啦
、
地
代
に
對
す
る
人
類
の
共
有
の
權
利
を
云
ふ 

堪
純
な
敎
義
は
明
か
で
あ
つ
た
。
然

る

に

u
.
. 

g
o
o
r 

y

g
は
、
議
論
の
焦
»
ヒ
な
つ
た
十
；地
私
有
の
廢
止
^

云
ふ
姐
想
を
、
敎
命
の
提
老
達
に
對
し
て
否
認
し
た
。

| 

を
こ
で
長
老
達
は
彼
.に
、
地
代
に
對
す
る
共
有
權
ご
云 

上
經
濟
的
信
念
を
許
し
た
の
で
あ
る
。
 

一
 

!>• 

M
c
G
l
y
n
n
、

は
、
經
濟
的
地
代
の
本
質
及
其
租
税
一 

に
含
ま
れ
た
一
般
的
眞
挪
I:
世
人
に
了
解
せ
し
む
る
事
一 

業
に
於
い
て
、
H

I
 G

e
l

の
有
力
な
援
助
激
^
;
一
 

な
つ
た
。
そ
し
て
一
九
〇
0
年

、
一

月

七

日

ニ

ュ

ク

C

ョ 

丨
ォ
ク
に
逝
い
た
。(

十
一
、
十
一
、十
一〕

(

附
記〕

木
編
は
土
地
社
會
_

研
究
の
该
？

し
て
、Kl

a
l

 Tax-

a
r
o
nの
*
艰
诉
の
ー
诩
分
^
-
M
密

I:
セ
レ
ク
ト
マ
る
こ
-̂」
な
.

し
し
敕
介
し
|:
|:
過
ぎ
な
い
0
il
i
jも
锻
後
に
述
ぶ
べ
き
齊
で
わ
つ
た 

rhomas G. Shearman,

s>34-2900

lt
邵
合
に
又
つ
て
刺
愛
す
る 

こ
ぐ」

、
な
し
' Fhlocrats, Thomas s^nce,QBris, w

】llia.n 

ogilvie, 

A
l
f
£

 

Russel 

w
l
c
e
,

 

Thomas, 

Paine 

Herbert 

Spencer

等
め
餅
氏
|:
乜
仝
您
君
及
し
な
か
っ
れ
。
M
m
の
.不
備
0

點
は
他
==補
遗
す
ろ
の
機
曾
が
め
る
で
め
ら
ぅ
ミ
瓜
ふ
0

1
-

-

1-
-

英

11
田

圓

猶

市

運

動

.
の

發

生

I C

卜)
V: :

:;
揮

.太

，
郞

多
方
而
の
改
宽
•家
で
あ
り1

つ
の
特
色
を
持
o
た
.卜 

九
世
紀
の
理
想
家
で
あ
つ
たJ

ames Silk B
u
c
k
i
n
g
h
a
m

 

に
仗
つ
て
.»
は
さ
れ
.た
ニ
.書
'
 

Nat.onal 

.Evils: 

and 

Practical 

w
i
oCL
o ⑴
ハLo

n
d
o
n
、
Peter 

Jackson 

St. 

M
a
r
t
l
-
I
e
.
G
r
s
d
.

 

1
00
4
9

)

は
失
業
渚
を
吸
收
す
る
手 

段
ヒ
し
て
一
つ
の
校
範
的
都
會
を
建
設

す

る

爲

め
に 

『

勞
働
ど
技
術V

资
本
^
の
：姑
合
か
ら
な
る
大
；原
則

』

.を 

fl
f
靡
し
た
。J. 

s. 

B
u
c
k
i
n
g
h
a
m

は
大
旅
行
家
'で
あ
り 

^

和
や
自
辻
贸
爲
並
び
に
紫
酒
、
公
衆
圖
書
館の
m

立
、

奴
隸
廢

lh
等
の
熱
心
な
る
主
張

^
で
あ
り
、
又

>
^
s
-

 

B

i
紙
を
削
立
し

s
h
e
l
d

選
出
の
國
會
議
凰
で
あ

つ
れ
。

喷
の
^
注
こ
ょ
1 

X 先
づ M

o
d
e
l
-
T
o
w
n

 Assodation

€
云
ふ
會
社
が
勅
許
又
は
識
龠
の
法
令
で
锻
起
人
の
責 

任
を
眼
定
し
て
設
立
さ
れ
る
。
此
の
斯
業
は
政
府
か
ら 

は
何
等
の
■
肋
を
受
け
な
い
私
人
的
企
業
で
あ
つ
て
其 

のnn

的
は
一
萬
工
ィ
ヵ
ァ
の
土
-J
-
l
L
を
.)!
^
入
し
$
の
^_

の 

一
千
エ
ィ
ヵ
ァ
の
而
賴
の
上
_に 

一
ff
i
人
の
人
口
を
布
す 

る
都
會
の
述
設
を
企
つ
る
の
^
あ
る
。
此
の
都
會
は
時 

の
茬
き
女
级
の
御
名
に
因
み
て
y
o'
l

p 
<
名
付
け 

ら
れ
る
。
都
市
計
®
は
豫
め
定
め
ら
れ
て

H

場
並
び
に 

一
般
住
窀
を
設
備
し
後
者
の
®
(
料
に
は
一
年
に
五
磅
乃 

茧
三
W
破
の
等
級
が
あ
る
。
凡
べ
て
の
建
築
物
は
此
の 

贫
社
の
所
有
財
產
で
會
社
は
迈
に
ェ
場
並
び
に
こ
の
都

地
听
有
者
で
ぁ
り
歷
主
で
ぁ
る
、p

u
r
d
o
m

氏
は
之
ゎ
.
 

を

以

つ

て『

共
產
主
義
.

の
_

©
を
避
け
る』

爲
め
に
企 

圖
さ
れ
た
計
喪
の
中
で
は
，寧
ろ
奇
妙
な
分
^
で
*
る
ヒ 

述
べ
て
ゐ
る
。
が
此
處
で
は
»

業
は
ヤ
日
八
時
問
勞
磡 

\

制
を
採
用
し
熒
銀
は
ニ
定
の
機
準
に
依
つ
て
支
拂
は
れ 

|

る
。
又
人
|:
1

の
過
度

の
密

集

ヒ
云
ふ
事
は
無
く
兒
费
に 

\

は
醫
療
施
說
や
哺

育

設

備

が
，ぁ
り
敎

W
は
無
償
を以

：：

つ
,
 

\

て
施
^
れ
る
。
公
衆
浴
圾
"

，公

衆

食

堂

、

公

共

洗*
所 

I

を
具

へ

又B
u
c
k
i
n
g
h
a
m
',

の
持
論
の
一
つ
で
ぁ
^
が

 ̂

\

類
、
武
器
、
煙
草
は
許
さ
れ
て
ゐ
な
いn 

j

此
の
會

社

は

三̂

®

磅
の
资
本
觉
で
ー
槐
-

十
破
め
：
 

\

株
式
に
分
割
さ
れ
る
が
其
の
资
本
金
の
内
ー
西
馮
磅
は 

ぺ
農
工
乘
に
使
用
せ
ら
れ
■る
"

配

常

は

利

益

金

め

內

か

ら 

支
拂
は
れ
て
共
の
率
は
ー

5
に
制
限
さ
れ
て
ゐ

る
。

こ 

の
都
市
に
住
®
し
な
；い
者
も
此
の
會
社
に
投
欽
し
う
る

會
の
周
圍
に
あ
る
九
千

H

ィ
ヵ
ァ
の
農
耕
地

t

所有が此の

.都

市

の

售

は

皆

少.く
f

一
 

株

I

所
持
し 

し
管
理
す
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て
同
會
社
は

_

一
 

の

土

て

ゐ

5

れ

ば
f

 

S

?
故
に
必
嬰
に
應
じ
て

S

 

第
十
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鎔

(

一
七
1
S)

雜
錄
英
國
田
圓
郡
市
運
泐
の
数
生
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